
館林地区消防組合消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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館林地区消防組合規則第７号 

 

   館林地区消防組合消防団の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 

館林地区消防組合消防団の組織に関する規則（昭和５９年規則第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２（第３条関係）中  

「  

板倉消防団  

分団名 班名 区域 
組織実員（階級別） 

計 
団長 副団長 本部員 分団長 副分団長 班長 団員 

団本部 町内全域 １ ２              ３ 

第１分団    岩田・籾谷・内蔵新田 １ １ ２ 16 20 

第２分団    板倉・大蔵 １ １ ２ 16 20 

第３分団    飯野・大高島・下五箇 １ １ ２ 16 20 

第４分団    

海老瀬・朝日野一丁目・二丁

目・三丁目・四丁目・泉野一丁

目・二丁目・三丁目・四丁目 

１ １ ２ 16 20 

第５分団    
大曲・大荷場・細谷・離・除

川・西岡・西岡新田 
１ １ ２ 16 20 

合計 １ ２  ５ ５ 10 80 103 

」 

 

 

 

を 



「 

板倉消防団 

分団名 班名 区域 
組織実員（階級別） 

計 
団長 副団長 本部員 分団長 副分団長 班長 団員 

団本部 町内全域 １ ２ （１）※             ３ 

第１分団    岩田・籾谷・内蔵新田 １ １ ２ 16 20 

第２分団    板倉・大蔵 １ １ ２ 16 20 

第３分団    飯野・大高島・下五箇 １ １ ２ 16 20 

第４分団    

海老瀬・朝日野一丁目・二丁

目・三丁目・四丁目・泉野一丁

目・二丁目・三丁目・四丁目 

１ １ ２ 16 20 

第５分団    
大曲・大荷場・細谷・離・除

川・西岡・西岡新田 
１ １ ２ 16 20 

合計 １ ２ （１）※ ５ ５ 10 80 103 

※本部員は分団から選出することができる。 

」 

に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


